
 

 

厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年

金保険の標準報酬月額の上限が変更になります。 

これにより、厚生年金保険法における標準報酬月額の上

限等級は第32級：65万円となります。また、退職等年金給

付に係る標準報酬の月額の上限等級は第31級：65万円とな

ります。 

 

なお、令和2年9月1日時点で報酬月額が635,000円以上の

組合員に適用される標準報酬月額については、共済組合に

おいて職権により65万円へ改定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

標準報酬等級表 

 標準報酬は、標準報酬等級表により、以下のとおり区分されています。 

 ・短期給付等…98,000円～1,390,000円（46級） ・厚生年金…88,000円～650,000円（32級）  

・年金払い退職給付…98,000円～650,000円（31級）※退職等年金給付 
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